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(57)【要約】
【課題】空気中に含まれる菌やウィルスなどの浄化に使
用される光触媒除菌デバイスにおいて、低い圧力損失で
ありながら高い捕集性能と除菌効率を達成することを目
的とする。
【解決手段】放電電極２と対向電極３とを備えた帯電部
８と、基材７に光触媒を担持した光触媒シート４を等間
隔で積層した光触媒フィルタ５と、光触媒を励起するた
めの光源６を備えた光触媒除菌デバイス１において、光
触媒フィルタ５を構成する光触媒シート４の表面を帯電
することで帯電部８を通過した帯電された菌やウィルス
などを捕捉することを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
放電電極と対向電極とを備えた帯電部と、薄板状基材に光触媒を担持した光触媒シートを
等間隔で積層したフィルタ部と、光触媒を励起するための光源を備えた光触媒除菌デバイ
スにおいて、光触媒シート表面を帯電することで菌を捕捉することを特徴とする光触媒除
菌デバイス。
【請求項２】
光触媒シートに永久分極した材料を混合することを特徴とする請求項１記載の光触媒除菌
デバイス。
【請求項３】
光触媒シートに光照射によって誘電作用を引き起こす材料を混合することを特徴とする請
求項１記載の光触媒除菌デバイス。
【請求項４】
光触媒シートに誘電体を混合し、フィルタ部に別の誘電体を摩擦させる機構を備えること
を特徴とする請求項１記載の光触媒除菌デバイス。
【請求項５】
光触媒シートに半導電性材料を混合し、フィルタ部に電圧を印加することを特徴とする請
求項１記載の光触媒除菌デバイス。
【請求項６】
センサで空気中に含まれる汚染物質の大きさを検知することで印加電圧を制御することを
特徴とする請求項５記載の光触媒除菌デバイス。
【請求項７】
フィルタ部の上流側に粗塵捕集フィルタを備えることを特徴とする請求項１乃至６いずれ
か記載の光触媒除菌デバイス。
【請求項８】
請求項１乃至７いずれか記載の光触媒除菌デバイスに送風機を備えた光触媒除菌装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気中の菌やウィルスを浄化する光触媒除菌デバイス及び光触媒除菌装置に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、空気中に含まれる菌やウィルスまたはＮＯｘや悪臭などの空気汚染物質を浄化す
るための装置が開発されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　以下、その装置について図６を参照しながら説明する。
【０００４】
　図６に示すように、空気浄化装置１０７は吸気口１０１および排気口１０２を有する筐
体１０３内に送風機１０４と光触媒部材１０５と光を発する光源１０６を有しており、ハ
ニカム状光触媒部材が空気の流れる方向に対して角度を持って配置され、更に該ハニカム
状光触媒部材からもれる光の当たる筐体内面に光触媒部材を配置することで効率よく除菌
、脱臭されるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－２６２６０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　このような従来の光触媒を用いた空気浄化装置においては、装置内部に具備されたフィ
ルタの圧力損失を低減するために、ハニカム状を代表するように、空気との接触面積を増
大させ、且つ空気の通風抵抗を極力低減させた構造をした基材に光触媒を担持する方法が
取られている。こうすることで低圧力損失でありながら、高い浄化性能を持ったフィルタ
を形成することが可能である。
【０００７】
　しかし、このような構造の場合、空気の通風方向に対するフィルタの遮り効果が少ない
ため、例えば悪臭物質のような数ナノメートルという分子レベルの物質であれば拡散が大
きく、また分子間力の働きによるフィルタ上への物理吸着効果によって効率よく捕集し、
その後光源によって励起された光触媒によって浄化することができるが、菌やウィルス、
あるいはそれらが付着した微細粉塵といったマイクロメートルサイズの大きさを持つ物質
ではその効果が弱く、フィルタで捕捉されずに通過してしまうために浄化能力が不足する
という課題を有していた。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この課題を解決するために本発明は、放電電極と対向電極とを備えた帯電部と、薄板状
の基材に光触媒を担持した光触媒シートを等間隔で積層したフィルタ部と、光触媒を励起
するための光源を備えた光触媒除菌デバイスにおいて、光触媒シート表面を帯電させるこ
とにより所期の目的を達成するものである。
【０００９】
　また本発明は、除菌デバイスと送風機とを備えた除菌装置において、本発明に記載の光
触媒除菌デバイスを搭載することを特徴とする光触媒除菌装置とした。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、放電電極と対向電極とを備えた帯電部と、薄板状の基材に光触媒を担
持した光触媒シートを等間隔で積層したフィルタ部と、光触媒を励起するための光源を備
えた光触媒除菌デバイスにおいて、光触媒シート表面を帯電させることにより、菌やウィ
ルス、あるいはそれらが付着した微細粉塵といったマイクロメートルサイズの大きさを持
つ物質の捕集効率を向上させ、低い圧力損失でありながら高い効率で菌を浄化することが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態１の光触媒除菌デバイスの概略断面を示す構成図
【図２】本発明の実施の形態１の光触媒シートの概略を示す拡大図
【図３】本発明の実施の形態１の光触媒シートの別の構成を示す拡大図
【図４】本発明の実施の形態２の光触媒フィルタの概略断面を示す構成図
【図５】本発明の実施の形態３の光触媒フィルタの概略断面を示す構成図
【図６】本発明の実施の形態４の光触媒除菌装置の概略断面を示す構成図
【図７】従来空気清浄装置の概略斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の光触媒除菌デバイスは、放電電極と対向電極とを備えた帯電部と、薄板状の基
材に光触媒を担持した光触媒シートを等間隔で積層したフィルタ部と、光触媒を励起する
ための光源を備えた光触媒除菌デバイスであって、光触媒シート表面を帯電させる構成と
している。こうすることにより、デバイス内部に導入された空気中に含まれる菌やウィル
スあるいはそれらが付着した微細粉塵などの汚染物質は、帯電部によって発生したイオン
などによって電荷を帯び、続いて光触媒シートが積層されたフィルタ部に導入されたとき
に異なる電荷で帯電したシート表面に捕捉される。更に捕捉されたこれらの菌やウィルス
は、光源からの紫外線によって励起された光触媒から生成するＯＨラジカルなどの活性種
によって分解することができる。こうすることで低い圧力損失でありながら高い効率で菌
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やウィルスを浄化することができるという効果を奏する。
【００１３】
　光触媒シートを帯電させる方法としては、例えば光触媒シートに、永久分極した材料を
混合するという構成にするのがよい。こうすることで簡単に光触媒シートを帯電させるこ
とができ、低い圧力損失でありながら高い効率で菌を捕集することができるという効果を
奏する。
【００１４】
　また、光触媒シートに光照射によって誘電作用を引き起こす材料を混合するという構成
にしてもよい。こうすることで光源からの紫外線によって光触媒シートを帯電させると同
時に光触媒を励起させることができるため、効率よく菌やウィルスの捕捉と分解を行うこ
とができるという効果を奏する。
【００１５】
　また、光触媒シートに誘電体を混合し、フィルタ部に別の誘電体を摩擦させる機構を備
えるという構成にしてもよい。こうすることで誘電率の異なる物質どうしの摩擦によって
それぞれ異なる電極に帯電し、光触媒シートを常に帯電させることができ、菌やウィルス
の捕集効率を高めることができるという効果を奏する。
【００１６】
　また、光触媒シートに半導電性材料を混合し、フィルタ部に電圧を印加するという構成
にしてもよい。こうすることで積層された光触媒シートの間に電場を形成させ、光触媒シ
ートの菌やウィルスに対する捕集性能をより高めることができるという効果を奏する。
【００１７】
　また、センサで空気中に含まれる汚染物質の大きさを検知することで印加電圧を制御す
るという構成にしてもよい。こうすることで粒子径の小さい菌やウィルスなどを選択的に
光触媒フィルタで捕捉し、且つ粒子径の大きい粗塵などの捕捉を抑制することで、粗塵に
よる光触媒シート上への光源からの光照射を阻害することを防ぎ、効率よく光触媒によっ
て菌やウィルスを分解できるという効果を奏する。
【００１８】
　また、フィルタ部の上流側に粗塵捕集フィルタを備えるという構成にしてもよい。こう
することで後段の光触媒フィルタへの粗塵の付着を抑制し、粗塵による光触媒シート上へ
の光源からの光照射を阻害することを防ぎ、効率よく光触媒によって菌やウィルスを分解
できるという効果を奏する。
【００１９】
　また、本発明の光触媒除菌装置は、光触媒除菌デバイスに送風機を備えた構成を有して
おり、送風機によってデバイス内に導入された空気に含まれる菌やウィルスなどの汚染物
質は、帯電部によって発生したイオンなどによって電荷を帯び、続いて光触媒シートが積
層されたフィルタ部に導入されたときに異なる電荷で帯電したシート表面に捕捉される。
更に捕捉されたこれらの菌やウィルスは、光源からの紫外線によって励起された光触媒か
ら生成するＯＨラジカルなどの活性種によって分解することができる。こうすることで低
い圧力損失でありながら高い効率で菌やウィルスを浄化することができるという効果を奏
する。
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００２１】
　（実施の形態１）
　図１に示すように、光触媒除菌デバイス１は、放電電極２と対向電極３とを備えた帯電
部８と、基材７に光触媒を担持した光触媒シート４を等間隔で積層したフィルタ部として
光触媒フィルタ５と、光触媒を励起するための光源６を備えている。
【００２２】
　放電電極２と対向電極３との間に電圧が印加されると、電界強度が高まってコロナ放電
が起こる。これにより、菌やウィルスあるいはそれらが付着した微細粉塵を放電電極に印
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加した電圧と同じ極性に帯電させることができる。帯電部８を形成する放電電極２と対向
電極３の形状としては、菌やウィルスあるいはそれらが付着した微細粉塵といったマイク
ロメートルサイズの物質を帯電させることができれば、いかなる形状、組み合わせを用い
ても何ら効果に差異はないが、例えば放電電極２の形状としては針状電極や、線電極、棘
状電極などの電極先端部あるいはエッジ部でコロナ放電を起こしやすい形状であることが
好ましい。また、放電電極２と対向電極３の間隔距離は火花放電で起こらない距離を確保
することが好ましい。
【００２３】
　次に、帯電した菌やウィルスあるいはそれらが付着した微細粉塵を捕捉するためのフィ
ルタ部分について説明する。実施の形態１における光触媒フィルタ５を構成する光触媒シ
ート４の概略図を図２に示す。光触媒シート４は基材７に光触媒粒子９がバインダ１１に
よって固定化されることによって形成されており、光触媒シート４表面に付着した菌やウ
ィルスを光触媒によって浄化することができる。このとき光触媒粒子９といっしょに永久
分極した材料１０を混合することによって、光触媒シート４全体に静電気を付帯させるこ
とができる。こうすることで帯電部８によって帯電した菌やウィルスあるいはそれらが付
着した微細粉塵と、静電気を帯びた光触媒シート４とのクーロン力によって菌やウィルス
などの汚染物質を光触媒シート４に捕捉することができ、更に光源６から照射された紫外
線によって励起された光触媒粒子９上で発生するＯＨラジカルなどの活性種が捕捉した菌
やウィルスを分解し、浄化することができる。
【００２４】
　基材７としては光触媒粒子を効率よく基材表面に担持できるものであれば何ら効果に差
異はなく、例えば紙基材、樹脂シート、不織布、ガラス板、ガラスクロス、ガラスペーパ
ー、セラミックペーパー、金属板などが挙げられる。中でもガラス繊維を織ったガラスク
ロスやガラスペーパー、セラミックペーパーなどは耐光性や強度、そして加工性の面から
基材としてより好ましい。
【００２５】
　光触媒粒子９としては、光源から照射される固有の波長を持った光（ＵＶ）によって励
起され、ＯＨラジカルなどの活性種を発生させることができるものが好ましく、例えば酸
化チタンや酸化亜鉛、酸化スズ、酸化タングステンなどの半導体酸化物が挙げられるが、
触媒としての性能やコストを考慮すれば酸化チタンがより好ましい。
【００２６】
　永久分極した材料１０としてはエレクトレットされた樹脂粒子が一般的である。エレク
トレットとは電気を通しにくい高分子材料などを加熱溶融し、直流高電圧を印加しながら
電極間で固化させることで、電極を取り去った後でも分極状態が保持されて、それが半永
久的に存続する性質のことであり、その材料としてはテフロン（登録商標）、ポリプロピ
レン、ポリエステルなどが挙げられる。これらの材料を粒状化あるいは繊維化したものを
用いることが好ましい。
【００２７】
　光触媒シート４の製造方法については特に限定するものではないが、例えば光触媒粒子
９及び永久分極した材料１０とバインダ１１をスラリー状に均質化したものを、基材７に
塗布した後に加熱乾燥する方法で製造することができる。
【００２８】
　また、本実施の形態では棒状の光源６から紫外線が照射されるものとしたが、具体的に
は冷陰極管を用いることができる。なお、光源６は冷陰極管に限ったものではなく、光触
媒を励起させるための紫外線を照射できるものであれば殺菌灯やブラックライト、ＬＥＤ
、有機ＥＬなどを用いても同様の効果を得ることができる。
【００２９】
　次に光触媒シート４の別の形態について図３を用いて説明する。光触媒シート４は基材
７に光触媒粒子９がバインダ１１によって固定化されることによって形成されており、シ
ート表面に付着した菌を光触媒によって浄化することができる。このとき光触媒粒子９と
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いっしょに光によって誘電分極した材料１２を混合することによって、光源６からの光照
射によって光触媒シート４全体に静電気を付帯させることができる。こうすることで帯電
部によって帯電した菌やウィルスあるいはそれらが付着した微細粉塵と、静電気を帯びた
光触媒シート４とのクーロン力によって菌やウィルスなどの汚染物質を光触媒シート４に
捕捉することができ、更に光源６から照射された紫外線によって励起された光触媒粒子９
上で発生するＯＨラジカルなどの活性種が捕捉した菌やウィルスを分解し、浄化すること
ができる。更に本実施の形態では光によって誘電作用を引き起こし、光触媒シート４を帯
電させるため、光を照射している間は常に菌やウィルスを捕捉する効果を持続し、長期間
性能を維持することができる。
【００３０】
　光によって誘電分極した材料１２としては、例えばＰＺＴ系セラミックのような光起電
力効果を有する強誘電体セラミックなどが挙げられる。
【００３１】
　（実施の形態２）
　図４に実施の形態２の光触媒フィルタ５の概略断面図を示す。図１から図３と同様の構
成要素については同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。
【００３２】
　光触媒フィルタ５はベルト状に形成された光触媒シート４と、光触媒シート４の両端に
具備された可動部１４と光源６を備えており、可動部１４が回転することで光触媒シート
４もそれに合わせて回転する構造となっている。
【００３３】
　更に光触媒シート４には誘電体（図示なし）が担持されており、また、可動部１４の周
囲にも光触媒シートに担持されたものとは帯電列が離れた誘電体１３が具備されている。
ここで帯電列とは、摩擦による帯電現象において二つの物質を擦り合わせたときにプラス
に帯電しやすい材質を上位に、マイナスに帯電しやすい材質を下位に並べたときの序列で
ある。例えば、皮革は帯電列の極めて上位に位置し、テフロン（登録商標）は逆に帯電列
の下位に位置している。こうすることで、可動部１４が回転することによって光触媒シー
ト４と誘電体１３とが摩擦を起こし、誘電体どうしが擦れあうことで、光触媒シート４に
担持された誘電体が分極して光触媒シート４に静電気を付帯させることができる。こうす
ることで帯電部８によって帯電した菌やウィルスあるいはそれらが付着した微細粉塵と、
静電気を帯びた光触媒シート４とのクーロン力によって菌やウィルスなどの汚染物質を光
触媒シート４に捕捉することができ、更に光源６から照射された紫外線によって励起され
た光触媒粒子９上で発生するＯＨラジカルなどの活性種が捕捉した菌やウィルスを分解し
、浄化することができる。
【００３４】
　光触媒シート４の製造方法については特に限定するものではないが、シートが回転する
ことによって、担持した光触媒や誘電体が脱落しないよう例えば微粒子化した材料を基材
上に膜状に成形するなどの方法が好ましい。
【００３５】
　光触媒シート４に混合する誘電体としては、摩擦によって分極を起こす材質であれば何
ら効果に差異はなく、例えば多くの高分子樹脂材料やセラミック、雲母などが挙げられる
。
【００３６】
　尚、本実施の形態では光触媒シート４と誘電体１３を可動部１４の回転によって摩擦さ
せる機構としているが、これに限るものではなく、摩擦を起こす機構であれば他の機構や
構造であっても何ら効果に差異はない。
【００３７】
　（実施の形態３）
　図５に実施の形態３の光触媒フィルタ５の概略断面図を示す。図１から図４と同様の構
成要素については同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。
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【００３８】
　光触媒フィルタ５は、基材７に光触媒を担持した光触媒シート４を等間隔で積層し、こ
れら光触媒シート４に電圧を印加するための電源装置１５と、光触媒を励起するための光
源６を備えている。更に光触媒シート４には半導電性材料（図示なし）が担持されており
、電源装置１５によって積層された光触媒シート４が交互に高電圧とアースが印加される
ようにすることで、積層された光触媒シート４の間に電場を形成させることができる。こ
うすることで帯電部８によって帯電した菌やウィルスあるいはそれらが付着した微細粉塵
は、光触媒シート４どうしの間に形成された電場とのクーロン力によって菌やウィルスな
どの汚染物質を光触媒シート４に捕捉することができ、更に光源６から照射された紫外線
によって励起された光触媒粒子９上で発生するＯＨラジカルなどの活性種が捕捉した菌や
ウィルスを分解し、浄化することができる。
【００３９】
　半導電性材料としては電圧を印加することで電場を形成することのできる材料であれば
何ら効果に差異はないが、例えば酸化スズと酸化アンチモンの固溶体を用いれば、湿度な
ど周囲の環境の変化を受けにくいという点からより好ましい。
【００４０】
　（実施の形態４）
　図６に実施の形態４の光触媒除菌装置１６の概略断面図を示す。図１から図５と同様の
構成要素については同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。
【００４１】
　光触媒除菌装置１６は、光触媒除菌デバイス１と粗塵捕集フィルタ１７とファン１８を
備えており、ファン１８によって吸い込み口１９からデバイス内に導入された被処理空気
に含まれる菌やウィルスあるいはそれらが付着した微細粉塵を帯電部８によって帯電し、
それら汚染物質を後段の光触媒フィルタ５によって捕捉し、光源６によって励起された光
触媒によって浄化し、吹き出し口２０から清浄空気を供給することができる。
【００４２】
　本実施の形態における光触媒除菌装置１６は、光触媒除菌デバイス１の上流側に具備さ
れた粗塵捕集フィルタ１７によって被処理空気中に混在する粗塵やホコリなどを予め除去
することで、粗塵やホコリなどが光触媒シート４や光源６に付着することを防ぎ、高い除
菌効率を持続させることができる。
【００４３】
　また、本実施の形態における光触媒除菌装置１６は粒子物質の粒子径を検知できるセン
サ２１を具備しており、センサ２１によって空気中に含まれる汚染物質の大きさを検知す
ることで電源装置１５による印加電圧を制御することができる。
【００４４】
　空気中には菌やウィルス以外にも粉塵など様々な汚染物質が含まれており、これらが光
触媒シート４に継続的に付着し続けると、光源６からの光が汚染物質によって遮蔽され、
光触媒の性能効率が低下してしまう。しかし、帯電部８においては菌やウィルス以外の物
質も一様に帯電させてしまうため、光触媒シート４表面にそれらの汚染物質も付着してし
まう。そこで、センサ２１によって空気中に含まれる汚染物質の粒子径を感知し、菌やウ
ィルスに比べて粒子径の大きい粉塵が装置内に流入してきた場合には、印加電圧を低下さ
せることで光触媒フィルタ５における電場の強さを減少させ、粒子径の大きい粉塵は、光
触媒フィルタ５に付加された静電気とのクーロン力で進行方向を曲げられる力よりも慣性
力が勝ることで、フィルタには捕捉されずに通過させることができる。こうすることで、
粒子径の小さい菌やウィルスなどを選択的に光触媒フィルタ５で捕捉し、粗塵捕集フィル
タ１７では捕集できなかった比較的小径の粗塵などの捕捉を抑制することで、粗塵による
光触媒シート上への光源からの光照射を阻害することを防ぎ、効率よく光触媒によって菌
やウィルスを分解できるという効果を奏する。
【００４５】
　尚、本実施の形態では光触媒フィルタ５に実施の形態３に記載の電源装置を具備した光
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触媒フィルタを用いてもよく、その場合は帯電部８における電圧を制御することで汚染物
質の帯電量を制御し、同様の効果を得ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明にかかる光触媒デバイスは、構成する光触媒シートを帯電させることによって、
低圧力損失でありながら、菌やウィルスを高い効率で捕集することで光触媒の分解性能に
よって高い浄化効果を可能とするものであるので、空気中の菌やウィルスの浄化に使用さ
れる光触媒除菌装置として有用である。
【符号の説明】
【００４７】
　１　　　光触媒除菌デバイス
　２　　　放電電極
　３　　　対向電極
　４　　　光触媒シート
　５　　　光触媒フィルタ
　６　　　光源
　７　　　基材
　８　　　帯電部
　９　　　光触媒粒子
　１０　　永久分極した材料
　１１　　バインダ
　１２　　光によって誘電分極した材料
　１３　　誘電体
　１４　　可動部
　１５　　電源装置
　１６　　光触媒除菌装置
　１７　　粗塵捕集フィルタ
　１８　　ファン
　１９　　吸い込み口
　２０　　吹き出し口
　２１　　センサ
　１０１　吸気口
　１０２　排気口
　１０３　筐体
　１０４　送風機
　１０５　光触媒部材
　１０６　光源
　１０７　空気浄化装置



(9) JP 2011-143378 A 2011.7.28

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(10) JP 2011-143378 A 2011.7.28

【図５】 【図６】

【図７】



(11) JP 2011-143378 A 2011.7.28

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｂ０３Ｃ   3/155    (2006.01)           Ｂ０３Ｃ   3/64    　　　Ａ          　　　　　
   Ｂ０３Ｃ   3/02     (2006.01)           Ｂ０３Ｃ   3/14    　　　Ａ          　　　　　
   　　　　                                Ｂ０３Ｃ   3/02    　　　Ａ          　　　　　

(72)発明者  平沢　秀直
            愛知県春日井市鷹来町字下仲田４０１７番　パナソニックエコシステムズ株式会社内
(72)発明者  中原　健吾
            愛知県春日井市鷹来町字下仲田４０１７番　パナソニックエコシステムズ株式会社内
Ｆターム(参考) 4C080 AA07  BB05  HH05  JJ06  LL03  LL10  MM02 
　　　　 　　  4D048 BB03  CC32  CC36  CC40  DA01  DA02  DA08  DA20  EA01  EA02 
　　　　 　　        EA03  EA04 
　　　　 　　  4D054 AA11  BA02  BC03  BC14  BC16  BC22  BC27  BC28  CA12  EA07 
　　　　 　　        EA11  EA22 
　　　　 　　  4G169 AA03  BA48A DA06  EA08  EE06  EE07  HA01  HC27  HC32  HE07 
　　　　 　　        HF01 


